
 

 

 

 

 

 

 昨年の１２月１７日に発生した、大阪市北区のビル火災で 

２６名の尊い命が失われました。この火災を受け、総務省 

消防庁から通路や階段といった避難路の安全確保を重点とし

た「緊急点検」の実施要請がなされ、当署では昨年１２月末 

から約２８０に及ぶ建物の緊急一斉査察に着手、また、 

今年に入り早期に安全を確保する必要性から、さらに 

東京消防庁本部員、豊島区役所職員も加わり合同で一斉査察 

を実施中です。 

 避難障害となる物品等の違反状態が是正されるまで指導 

にあたります。皆様には、日頃から建物の安全確保に、ご協力 

をお願い致します。 
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